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保育園の職員
0子ども未来課 ☎ 56-0615

記事ID 13963、13965

　ピア活あいちin長久手Part2
0市障がい者基幹相談支援センター
☎ 64-2333

申

広報ながくて　2020年 3月号

  運動もできちゃう
創作ワークショップ

0㈱長久手温泉 ☎ 64-3511
記事ID 13268

申 ボランティアカフェ
0市社会福祉協議会 ボランティアセンター
☎ 61-3434

創作を楽しみながら体操でちょっぴり
体も動かして、心も体も元気にしていくた
めのワークショップです。
2福祉の家2階 研修室
　（２）のアロマ香るパック＆化粧水のみ
福祉の家1階 工房１

315人（先着）
l参加費500円
5長久手温泉に電話または下記QRコー
　ドで申込

（1）多肉植物の寄せ植え（ミニ鉢）
ぷっくりとした多肉植物を使って自分

だけの寄せ植えを作りませんか？
13月11日（水）10：00～11：30

（２）アロマ香るパック＆化粧水
アロマを使ってパックと化粧水をつくり

ます。素敵な香りに癒やされませんか？
13月18日（水）10：00～11：30
（３）己書「桜を描く」
書き方や文字の書き順にとらわれるこ

となく自らが思うがまま、自由に筆を走ら
せ、自分の世界観を楽しく表現する新感
覚の書を体験し、季節の桜を描いてみま
せんか？

13月24日（火）13：30～15：00

（４）つまみ細工「かわいいお花で、チャー
ムを作る」
つまみ細工で自分だけのかわいいお
花のチャームを作りませんか？
13月25日（水）10：00～12：00

昨年に引き続き、今年もピア活あいち
in長久手を開催します。症状のこと、家族
のこと、仕事のこと…。一人で抱えていな
いですか？交流会で思いを語ってみませ
んか？楽しく交流し、元気になりましょう。
13月14日（土）13：30～15：30
2福祉の家2階 会議室
講師：窪田信子氏、亀沖昌睦氏（ピア活あ
いち運営委員会）

3心の病を持つ当事者・家族・支援者等・
当事者活動に興味のある人。定員15人

5FAX（64-2337）またはメール（naga
kute-shakyo-sho-gai@hm.aitai.
ne.jp）で申込

ボランティアを始めたい！一緒に活動
する仲間がほしい！私たちの活動を知っ
てほしい ！ボランティア活動の相談がし
たいあなたをお待ちしております。
13月16日(月)10：00～11：30
2西小校区共生ステーション
3市内在住・在勤・在学の人

3保育士資格のある人
　①月額保育士
②時間額保育士

任期　2020年4月1日より１年間
就業日時　
①月～土のうち週5日
7:00～19:15のうち7時間30分
②日中　月～金
   8:15～17:00のうち5時間～7時間30分
    程度
②早朝　月～土
7:00～8:30のうち1時間～1時間30分
程度
②土曜日
8:00～18:00のうち4時間～7時間30分
程度
※勤務日数・時間については、応相談
※祝日を除くいずれかの勤務

就業場所 市公設公営保育園のいずれか
業務内容　保育士業務
報酬
①月額182,777～200,874円
②時給1,121円～1,254円
※①②ともに経験に応じて支給額が変動
※②は時間帯に応じて支給額が変動
5市指定の履歴書（写真貼付）と保育士
証の写しを子ども未来課窓口または
郵送で提出。
採用が決まり次第、募集終了。

32020年4月1日現在、65歳以下の人
G採用人数　1人
任期　 2020年4月1日から
業務内容 事務全般、屋外作業巡回、 資
機材運搬作業あり

53月2日(月)から13日（金）までに履歴
書をシルバー人材センター窓口また
は郵送（消印有効）で提出。

K選考方法　面接

戦争の悲惨さや平和の大切さを後世
に伝えるため、“名古屋空襲”の語り部を
募集します。
時代とともに戦争の話を語ることがで

きる人が少なくなっています。戦時中、名
古屋空襲でどのような被害があり、そこ
にいた人々はどのような生活を送ってい
たのか…
歴史の授業でしか戦争を知らない子ど

も達、戦争の体験をしていない大人達に、
ぜひお話をお願いします。
2文化の家 光のホール
3名古屋空襲を体験した人やその家族
（市内在住者）
53月31日（火）までに行政課に連絡。
K実施予定日時　８月下旬 45分程度
の講話

市の「公の施設」の指定管理者の候補
選定を行う長久手市指定管理者選定委
員を募集します。
3市内在住の18歳以上75歳未満（就任
時）の人
本市の付属機関等の委員となってい
る者、本市市議会議員および市職員
(退職した者を含む。)は除く。

G採用人数　2人
任期 2020年6月1日～2022年5月
31日の2年間

53月18日(水)までに行政課窓口または
市HPにある応募申込書および小論文
(テーマ「公共施設で求められる管理・
運営のあり方について」400字詰め原
稿用紙2枚程度)を行政課窓口または
郵送（消印有効）で提出。

K書類選考を行い、結果は応募者全員
に文書で通知。

市内にある土木課が管理している２つ
の歩道橋に愛称を付けることができる権
利を付与するパートナーを募集していま
す。詳細は市HPをご覧ください。
3法人または店舗等を構えている個人
事業主

53月19日（木）まで随時受付中

農業を営むためにやむを得ないものと
して行われる野焼きは、法律上、野焼き禁
止の例外として認められていますが、近
隣住宅等に配慮し、以下のことに注意し
てください。
①風の向きや強さによって、行う時を考
慮しましょう。
②植物はよく乾かしてから燃やすなどし
て、煙の量や臭いが近所の迷惑になら

　ない程度にとどめましょう。
③近所にひと声かけましょう。

くぼ た のぶ こ かめ おき　まさ　よし

※写真はすべてイメージです。

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=13268
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=13963
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=13965

